
目

次

担

当

課

（

室

）

発

行

岡

山

県

○

漁

船

保

険

付

保

義

務

発

生

の

た

め

の

同

意

の

認

水

産

課

定

目

次

担

当

課

（

室

）

○

滞

納

に

係

る

家

賃

及

び

駐

車

場

使

用

料

の

収

納

住

宅

課

事

務

の

委

託

【

規

則

】

【

公

告

】

○

岡

山

県

沿

岸

漁

業

改

善

資

金

貸

付

規

則

の

一

部

水

産

課

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

を

改

正

す

る

規

則

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

〃

（

県

例

規

集

登

載

）

申

請

【

告

示

】

○

〃

〃

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

〃

〃

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

○

土

地

改

良

事

業

の

工

事

完

了

耕

地

課

の

辞

退

【

監

査

委

員

】

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

指

障

害

福

祉

課

○

外

部

監

査

人

補

助

者

の

告

示

監

査

事

務

局

定

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

事

〃

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

業

の

廃

止

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

事

〃

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

業

の

休

止

○

資

金

管

理

団

体

の

届

出

事

項

の

異

動

〃

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

指

〃

定

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

名

〃

称

等

の

変

更

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

事

〃

業

の

廃

止

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

岡

山

県

公

報

平成２８年５月２７日 第１１７９０号



◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
号

岡
山
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一

日
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
号
中
「
前
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
削
る
。

第
十
条
中
「
貸
金
」
を
「
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

別
表
の
一

経
営
等
改
善
資
金
の
項

中

第
十
四
条
第
一
項

を

第
十
四
条
第
二
項

に

第

「

」

「

」

、「

（一）

十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に

「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
る
。

、

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２８年５月２７日　岡山県公報　第１１７９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

み
の
り
薬
局

倉
敷
市
下
庄
四
四
一

五

平
成
二
十
八
年
五
月
一
日

－

平成２８年５月２７日　岡山県公報　第１１７９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

み
の
り
薬
局

倉
敷
市
下
庄
四
六
九

一
〇

平
成
二
十
八
年
五
月
一
日

－

平成２８年５月２７日　岡山県公報　第１１７９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
一
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
四
十
九
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

）
）
。

、

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
指
定
年
月
日

薬
局
ホ
タ
ル

総
社
市
総
社
２
－
１
－
３
０

H
2
8
.
４
.
１

早
島
ク
リ
ニ
ッ
ク
耳
鼻
咽
喉
科
皮
膚
科

都
窪
郡
早
島
町
早
島
１
４
７
５
－
２

H
28
.
３
.
2
8

富
永
薬
局
早
島
店

都
窪
郡
早
島
町
早
島
１
４
７
３

H
2
8
.
４
.
１

佐
古
薬
局
石
川
病
院
前
店

津
山
市
川
崎
５
５
０
－
１

H
2
8
.
４
.
１

Ｅ
薬
局
津
山
店

津
山
市
河
辺
１
１
５
５
－
４
９

H
2
8
.
４
.
１

平成２８年５月２７日　岡山県公報　第１１７９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
二
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ

た

）
）
。

っ

、

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
廃
止
年
月
日

す
こ
や
か
薬
局

井
原
市
下
出
部
町
１
－
３
４
－
４

H
27
.
1
2
.
3
1

た
な
か
歯
科
・
内
科

井
原
市
下
出
部
町
１
－
３
３
－
４

H
28
.
２
.
2
9

秋
田
医
院

久
米
郡
久
米
南
町
下
弓
削
９
９
７

H
28
.
３
.
3
0

医
療
法
人
米
井
医
院

赤
磐
市
周
匝
１
４
５
２
－
１

H
28
.
３
.
3
1

城
山
薬
局

赤
磐
市
周
匝
１
３
５
２

H
2
8
.
４
.
１

平成２８年５月２７日　岡山県公報　第１１７９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
三
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
休
止
の
届
出
が
あ

た

）
）
。

っ

、

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
休
止
年
月
日

中
田
歯
科
医
院

総
社
市
南
溝
手
４
０
９
－
１

H
2
8
.
４
.
４

平成２８年５月２７日　岡山県公報　第１１７９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
四
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

（
）

（
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
介
護
機
関
を
次
の
と
お

（
）

）
。

、

。

り
指
定
し
た

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業
者
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

介
護
予
防
事
業
所
の
名
称

介
護
予
防
事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

株
式
会
社
桜
梅
桃
里

岡
山
市
東
区
吉
井
２
０
８
－
１

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
和
楽
の
家

久
米

久
米
郡
久
米
南
町
上
神
目
４
３
６

H
2
8
.
２
.１

平成２８年５月２７日　岡山県公報　第１１７９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
五
号

生
活
保
護
法（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号）

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二（

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律（

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む。

）

の
規
定
に
よ
り

指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が

、

あ
っ
た。平

成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業
者

種
類

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

変
更
事
項

変
更

前
変

更
後

変
更
年
月
日

居
宅
介
護

合
同
会
社
ケ
ア
サ

井
原
市
高
屋
町
１
５
１
９

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

井
原
市
高
屋
町
１
５
１
１

事
業
所
の
所

井
原
市
高
屋
町
１
５
０
６

井
原
市
高
屋
町
１
５
１
１

H
2
8
.
３
.
3
0

支
援
事
業

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

所
ま
ご
こ
ろ

－
１

在
地

－
１

者
ま
ご
こ
ろ

居
宅
介
護

合
同
会
社
ケ
ア
サ

井
原
市
高
屋
町
１
５
１
９

指
定
通
所
介
護
事
業
所
ま

井
原
市
高
屋
町
１
５
１
１

事
業
所
の
所

井
原
市
高
屋
町
１
５
０
６

井
原
市
高
屋
町
１
５
１
１

H
2
8
.
３
.
3
0

事
業
者

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

ご
こ
ろ

－
１

在
地

－
１

ま
ご
こ
ろ

介
護
予
防

合
同
会
社
ケ
ア
サ

井
原
市
高
屋
町
１
５
１
９

指
定
通
所
介
護
事
業
所
ま

井
原
市
高
屋
町
１
５
１
１

事
業
所
の
所

井
原
市
高
屋
町
１
５
０
６

井
原
市
高
屋
町
１
５
１
１

H
2
8
.
３
.
3
0

事
業
者

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

ご
こ
ろ

－
１

在
地

－
１

ま
ご
こ
ろ

〃
株
式
会
社
ア
ー
ル

玉
野
市
東
高
崎
２
５
－
３

ア
ー
ル
・
ケ
ア

ホ
ー
ム

玉
野
市
東
高
崎
２
４
－
８

事
業
所
の
所

玉
野
市
東
高
崎
２
５
－
１

玉
野
市
東
高
崎
２
４
－
８

H
2
7
.
５
.
1
1

・
ケ
ア

４
ヘ
ル
プ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・

在
地

８
３

ア
ス
ト
中
央

平成２８年５月２７日　岡山県公報　第１１７９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
六
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

（
）

（
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の

（
）

）
。

、

。

届
出
が
あ

た
っ

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業
者

種
類

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

居
宅
介
護
事
業
者

有
限
会
社
オ
ー
ケ
ー

広
島
県
福
山
市
南
蔵
王
町
四
丁
目
１
５

す
こ
や
か
薬
局

井
原
市
下
出
部
町
一
丁
目
３
４
－
４

H
2
7
.
1
2
.
3
1

－
３
４

介
護
予
防
事
業
者

有
限
会
社
オ
ー
ケ
ー

広
島
県
福
山
市
南
蔵
王
町
四
丁
目
１
５

す
こ
や
か
薬
局

井
原
市
下
出
部
町
一
丁
目
３
４
－
４

H
2
7
.
1
2
.
3
1

－
３
４

居
宅
介
護
事
業
者

医
療
法
人
米
井
医
院

赤
磐
市
周
匝
１
４
５
２
－
１

医
療
法
人
米
井
医
院

赤
磐
市
周
匝
１
４
５
２
－
１

H
2
8
.
３
.
3
1

介
護
予
防
事
業
者

医
療
法
人
米
井
医
院

赤
磐
市
周
匝
１
４
５
２
－
１

医
療
法
人
米
井
医
院

赤
磐
市
周
匝
１
４
５
２
－
１

H
2
8
.
３
.
3
1

居
宅
介
護
事
業
者

大
浦

道
夫

苫
田
郡
鏡
野
町
瀬
戸
３
８
５
－
６

城
山
薬
局

赤
磐
市
周
匝
１
３
５
２

H
2
8
.
４
.１

介
護
予
防
事
業
者

大
浦

道
夫

苫
田
郡
鏡
野
町
瀬
戸
３
８
５
－
６

城
山
薬
局

赤
磐
市
周
匝
１
３
５
２

H
2
8
.
４
.１

平成２８年５月２７日　岡山県公報　第１１７９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

リ
ハ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
ふ
る
さ
と

２

所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
梶
岡
七
七
七

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
敬
心
舎

２

所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
梶
岡
七
七
七

一

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
四
〇
一
一
五
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

平成２８年５月２７日　岡山県公報　第１１７９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
八
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

加
入
区
の
名
称

小
串
加
入
区

黒
崎
連
島
加
入
区

白
石
島
加
入
区

平成２８年５月２７日　岡山県公報　第１１７９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

委
託
し
た
事
務
の
内
容

岡
山
県
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
九
号
）
に
基
づ
く
家
賃
及
び
駐
車
場
使
用

料
の
う
ち
、
岡
山
県
営
住
宅
を
退
去
し
た
者
及
び
そ
の
保
証
人
又
は
連
帯
保
証
人
に
よ
る
滞
納
に
係

る
家
賃
及
び
駐
車
場
使
用
料
の
収
納
の
事
務

二

委
託
し
た
収
入
の
種
類

滞
納
に
係
る
家
賃
及
び
駐
車
場
使
用
料

三

委
託
を
受
け
た
者
の
所
在
地
及
び
名
称

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
六
番
二
〇
号

ニ
ッ
テ
レ
債
権
回
収
株
式
会
社

四

委
託
を
受
け
た
事
務
を
行
う
場
所

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
六
番
二
〇
号
芝
浦
前
川
ビ
ル
五
階

ニ
ッ
テ
レ
債
権
回
収
株
式
会
社
本
社

五

委
託
の
期
間

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成２８年５月２７日　岡山県公報　第１１７９０号



〔
二
〇
七
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
五
月
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
じ
あ
い

三

代
表
者
の
氏
名

重
利

有
里

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
玉
島
三
丁
目
一
二

一
四

－

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
に
対
し
て
、
就
労
継
続
支
援
に
関
す

（

、

、

、

る
事
業

農
・
水
産
作
業
受
託

地
場
野
菜
・
水
産
品
の
普
及

資
源
の
リ
ユ
ー
ス
・
リ
サ
イ
ク
ル

釣
具
・
遊
漁
船
・
桟
橋
の
提
供
）
を
行
う
と
共
に
、
障
害
者
の
職
業
能
力
の
開
発
と
習
得
、
一
般
就

労
の
促
進
と
雇
用
機
会
の
拡
充
の
支
援
及
び
社
会
参
画
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
障
害
者
の
自
立
と

社
会
活
動
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

平成２８年５月２７日　岡山県公報　第１１７９０号



〔
二
〇
八
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
五
月
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
Ｉ
Ｃ
Ｔ
普
及
協
議
会

三

代
表
者
の
氏
名

森
脇

正
已

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
蕃
山
町
四
番
五
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
利
用
者
を
は
じ
め
、
情
報
通
信
・
映
像
活
用
技
術
（
以

下
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
」
と
い
う

）
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
及
び
関
連
企
業
を
含
め
た
幅
広
い
視
点
か
ら
、

。

情
報
化
社
会
の
進
展
に
伴
う
地
域
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
重
要
性
に
鑑
み
、
安
全
で
快
適
な
高
度
情
報
化
社
会
を

実
現
す
る
た
め
の
調
査
研
究
、
人
材
育
成
、
学
校
・
社
会
教
育
、
映
像
発
信
等
に
取
り
組
む
と
と
も

に
、
利
活
用
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の
提
言
等
幅
広
い
取
組
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
社
会
に
還
元

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平成２８年５月２７日　岡山県公報　第１１７９０号



〔
二
〇
九
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
五
月
十
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ｃ
ｏ
ｌ
ｏ
ｒ

三

代
表
者
の
氏
名

川
上

路
代

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

高
梁
市
高
倉
町
大
瀬
八
長
一
六
五
六
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
の
あ
る
方
と
そ
の
ご
家
族
に
対
し
て
、
地
域
生
活
支
援
に
関
す
る
事
業
を
実

施
し
、
障
害
の
あ
る
方
と
地
域
住
民
と
の
交
流
を
図
り
、
障
害
の
あ
る
方
と
地
域
住
民
と
が
共
生
す

る
ま
ち
づ
く
り
、
地
域
福
祉
、
更
に
は
社
会
全
体
の
利
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

会
議
に
関
す
る
事
項

平成２８年５月２７日　岡山県公報　第１１７９０号



〔
二
一
〇
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
誠
道
会

三

代
表
者
の
氏
名

田
尻

雅
昭

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
宮
尾
一
三
七
九
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
に
対
し
て
介
護
等
の
通
所
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
保
険
法
に
定
め
る
居

宅
介
護
支
援
事
業
及
び
地
域
密
着
型
入
所
介
護
事
業
を
、
幼
児
に
対
し
て
保
育
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
す

る
事
業
を
行
い
、
高
齢
者
及
び
幼
児
が
社
会
の
中
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
環
境
を
つ
く
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類

平成２８年５月２７日　岡山県公報　第１１７９０号



〔
二
一
一
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

事

業

主

体

地

区

名

工

種

完
了
年
月
日

高
崎
土
地
改
良
区

宮
川
筋

か
ん
が
い
排
水

二
八
・

一
・
二
一

〃

六
間
丘
２
番
川
水
路

〃

〃

〃

六
間
丘
１
番
川
水
路

〃

二
八
・

三
・
一
六

児
島
湾
土
地
改
良
区

北
七
区
３
番

〃

二
八
・

二
・

八

〃

沖
町

番
川

〃

二
八
・

二
・
一
二

11

〃

錦
沖
４
南

〃

二
八
・

三
・

七

〃

鞆
津
川
沖
１
南
樋
門

〃

二
八
・

三
・
一
一

〃

鞆
津
川
丘
２
南
樋
門

〃

〃

〃

森
崎
丘
４
番
川

〃

〃

〃

錦
西

樋
門

〃

二
八
・

三
・
一
六

21

〃

錦
西

樋
門

〃

〃

22

〃

錦
六
区
縦
悪
水
樋
門

〃

〃

〃

宗
津
川
丘
３
西
樋
門

〃

〃

〃

西
谷
川
沖
３
沖
樋
門

〃

〃

〃

北
七
区
七
区
小
横
樋
門

〃

二
八
・

三
・
一
八

〃

北
七
区

条

農
業
用
用
排
水
施
設

二
八
・

三
・
一
六

12

〃

西
七
区
３

４
条

〃

二
八
・

三
・
二
四

－
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◎
岡
山
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
協
議
が
調
っ
た
、
包
括
外
部
監
査
人
青
木
靖
英
が
岡
山
県
と
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
締
結

し
た
包
括
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
い
て
行
う
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
補

助
で
き
る
期
間
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡
山
県
監
査
委
員

小

倉

弘

行

岡
山
県
監
査
委
員

渡

辺

吉

幸

岡
山
県
監
査
委
員

與

田

統

充

岡
山
県
監
査
委
員

佐

藤

由

美

子

氏

名

住

所

期

間

奥

田

講

平

茨
木
市
舟
木
町
六
番
二
六
号

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七

日
か
ら

徳

永

浩

司

茨
木
市
稲
葉
町
七
番
九
号

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

藤

本

真

也

岡
山
市
北
区
表
町
二
丁
目
三
番
八
号

黄

壽

容

京
都
市
山
科
区
御
陵
上
御
廟
野
町
七
番
地

七

松

島

幸

三

岡
山
市
中
区
住
吉
町
二
丁
目
四
四
番
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

一

政
党
の
支
部

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

一
以
上
の
市
町
村
等

公
職
の
種
類

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
区
域
を
単
位
と
し

届
出
年
月
日

（
第
一
号
）

て
設
け
ら
れ
る
支
部

民
進
党
岡
山
県
第
１
区
総
支
部

高

井

崇

志

高

井

明

岡
山
市
北
区
野
田
二

七

一

衆
議
院
議
員

○

平
成
二
八
・

四
・

五

－
－

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

い
と
う
や
す
き
後
援
会

小

川

暹

岡

本

敏

行

高
梁
市
成
羽
町
下
原
七
九
九

平
成
二
八
・

四
・
一
三

倉
敷
市
を
ま
す
ま
す
元
気
に
す
る
会

村

山

正

則

中

田

友

楠

倉
敷
市
白
楽
町
四
一
一

一
ヨ
コ
タ
ビ
ル
四
階

〃

四
・

一

－

竹
永
み
つ
え
後
援
会

竹

永

徹

竹

永

徹

岡
山
市
東
区
西
大
寺
中
野
一
三
七

五

〃

四
・

六

－

山
本
恒
道
後
援
会

山

本

茂

樹

山

本

満
喜
子

備
前
市
蕃
山
七
三
四

一

〃

四
・
一
三

－
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
岡
山
県
支
部
連

福

田

通

雅

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

玉
野
市
玉
六

三
〇

九

玉
野
市
築
港
二

三
三

一
二

平
成
二
八
・

四
・

一

－
－

－
－

合
会
玉
野
地
域
支
部

〃

〃

代
表
者
の
氏
名

福

田

通

雅

大

賀

護

〃

〃

民
進
党
岡
山
県
参
議
院
選
挙

江

田

五

月

政
治
団
体
の
名
称

民
進
党
岡
山
県
参
議
院
選
挙
区
第
１
総
支
部

民
主
党
岡
山
県
参
議
院
選
挙
区
第
１
総
支
部

〃

四
・

四

区
第
１
総
支
部

民
進
党
岡
山
県
参
議
院
選
挙

黒

石

健
太
郎

〃

民
進
党
岡
山
県
参
議
院
選
挙
区
第
２
総
支
部

民
主
党
岡
山
県
参
議
院
選
挙
区
第
２
総
支
部

〃

四
・
一
四

区
第
２
総
支
部

民
進
党
岡
山
県
総
支
部
連
合

柚

木

道

義

〃

民
進
党
岡
山
県
総
支
部
連
合
会

民
主
党
岡
山
県
総
支
部
連
合
会

〃

四
・
一
二

会民
進
党
岡
山
県
第
２
区
総
支

津

村

啓

介

〃

民
進
党
岡
山
県
第
２
区
総
支
部

民
主
党
岡
山
県
第
２
区
総
支
部

〃

四
・

四

部民
進
党
岡
山
県
第
４
区
総
支

柚

木

道

義

〃

民
進
党
岡
山
県
第
４
区
総
支
部

民
主
党
岡
山
県
第
４
区
総
支
部

〃

〃

部
二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

内
田
大
治
後
援
会

江

草

正

登

代
表
者
の
氏
名

江

草

正

登

江

草

健

治

平
成
二
八
・

四
・
一
〇

岡
山
県
社
会
保
険
労
務
士
政

林

光

洋

会
計
責
任
者
の
氏
名

富

永

優

子

難

波

英

一

〃

四
・

一

治
連
盟
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環
整
連
政
治
連
盟
岡
山
県
支

平

井

覚

〃

髙

田

依

信

渋

江

忠

裕

〃

〃

部こ
ば
や
し
孝
一
郎
後
援
会

小

林

孝
一
郎

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
南
区
福
浜
町
一
五

一
〇

一
Ｆ

岡
山
市
南
区
南
輝
二

一
三

一
六

〃

〃

－
－

－
－

全
日
本
不
動
産
政
治
連
盟
岡

脇

田

立

夫

代
表
者
の
氏
名

脇

田

立

夫

藤

野

茂

樹

平
成
二
七
・

五
・
二
二

山
県
本
部

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

難

波

正

和

田

淵

ひ
か
り

〃

六
・
二
〇

森
田
仲
一
後
援
会

入

江

和

郎

代
表
者
の
氏
名

入

江

和

郎

広

金

一

男

平
成
二
八
・

四
・
一
四

柳
井
正
昭
後
援
会

柳

井

正

昭

〃

柳

井

正

昭

原

田

靖

三

〃

四
・

六

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

柳

井

正

昭

圓

橋

克

治

〃

〃
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

維
新
の
党
岡
山
県
総
支
部

高

井

崇

志

平
成
二
八
・

三
・
二
七

維
新
の
党
衆
議
院
岡
山
県
第
１
選
挙
区
支
部

高

井

崇

志

〃

〃

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

岡

山

新

風

会

三

木

亮

治

平
成
二
八
・

四
・
二
二

竹
永
み
つ
え
後
援
会

竹

永

徹

〃

・

四
・

六

柳
井
正
昭
後
援
会

柳

井

正

昭

〃

〃

山
本
恒
道
後
援
会

山

本

茂

樹

〃

・

四
・
一
三
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

資
金
管
理
団
体
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

小

林

孝
一
郎

こ
ば
や
し
孝
一
郎
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
南
区
福
浜
町
一
五

一
〇

一
Ｆ

岡
山
市
南
区
南
輝
二

一
三

一
六

平
成
二
八
・

四
・

一

－
－

－
－
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